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常磐公園プールの一時使用停止について

１ 一時使用停止に至った経過について
常磐公園プールについて、多くの方に利用いただく中、プール防水層塗膜の

一部が剥離している状況となり、７月２５日に幼児用プールで剥離した塗膜に
接触することにより切り傷を負ったとの連絡を受け、指定管理者に確認したと
ころ、７月上旬にも一般用プールで同様の事案があったことを確認した。

このため、利用者の安全を確保する観点から塗膜剥離の応急補修をすること
とし、８月１０日よりプールの使用を一時停止している。

２ 一時使用停止期間
(1)幼児用プール：令和７年８月１０日（日）から８月１５日（金）

※１６日から１９日までは営業時間を１８時までに短縮し営業
(2)一般用プール：令和７年８月１０日（日）から８月１９日（火）予定

３ プール防水槽塗膜剥離状況

４ 応急補修について
日程：８月１１日～１３日（３日間）
内容：剥離した部分の塗膜の除去を行い、段差を取った上で剥離部分周辺に

シーリング材を塗布する補修を実施。

５ 常磐公園プール利用状況

６ 今後の対応について
今回は応急補修の措置であるため、９月１５日のシーズン終了後、プール槽

の状況を確認し、プール槽内の塗装工事の実施など、今後の対応を検討する。

６月 ７月 ６･７月 計 6～9月合計

令和５年度 846 4,341 5,187 9,946

令和６年度 1,016 3,542 4,558 8,805

令和７年度 960 4,317 5,277 －

幼児用プール
水深45cm

一般用プール幼児用プール
水深30cm


